
此花区医師会 医介連携の窓 Ｎｏ．８        令和２(2020)年７月 

＜此花区在宅医療・介護連携相談支援室 電話 080-4702-1960＞ 

①会内活動 ～新型コロナウイルスの終息を祈願しながら！！～ 

◆「新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ外来」への出務 

検査場での日中常駐で、ドライブスルー方式での検体採取になります。 

◆「此花区在宅医療・介護連携相談支援室相談」(相談無料)：随時(主に電話相談) 

６月２１日(日)～７月１４日(火)の間、７件で、在宅医療に関する情報提供等を行いました。 

◆「地域医療機能推進機構(ＪＣＨＯ)大阪病院(旧大阪厚生年金病院)との懇談」：７月１５日(水) 

新任の西田俊朗院長が来会され、懇談を行いました。特に、同院長からは、新体制で強化

していきたい診療領域として、整形外科、脳血管障害(脳卒中センター)、心疾患(心臓セン

ター)、周産期(母子医療センター)、オンコロジー等が挙げられました。診療依頼の連絡先

は、次の通りです。なお、大阪病院の代表電話番号は、０６－６４４１－５４５１になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「此花区医師会訪問看護ステーション」：四貫島 2-18-13・電話 6460-3356／FAX 6460-3358 

医師会立のステーションです。看護師、作業療法士、ケアマネジャーが在籍しています。受

付時間は９：００～１７：００(土日祝・年末年始除く)です。宜しくお願いします。 

◆「此花警察署生活安全課との懇談」：７月３日(金)・此花警察署 代表電話 6466-1234 

署の防犯係の方が来会され、懇談を行いました。「高齢者に対して、世帯構成や口座番号

を訪ねる電話は怪しい」とされ、キャッシュカードのだまし取りによる「特殊詐欺」に対する区

民啓発（「防犯速報」の配布）の協力要請がありました。  

②お知らせ ～国民生活センター・消費者ホットライン０１２０－２１３－１８８か１８８(全国共通)～ 

◎消費者庁・国民生活センター、警察では、高齢者を中心に、特殊詐欺への注意を呼び掛け

ています。その中でも、特に給付金詐欺が多発しています。変な電話がかかってきましたら、

すぐに切り、上記ホットラインや警察に連絡するようにしましょう(呼び掛けましょう)。 



③トピックス ～コロナ禍の中、夏は、特に熱中症と食中毒に気を付けましょう！！～ 

☆法テラス：正式名は、日本司法支援センターといい、総合法律支援法に基づき、平成１８

(2006)年設立の法務省所管法人です。業務として、法的トラブルの解決に役立つ法制度

の情報提供、民事法律扶助業務(資力が乏しい者に代わって、裁判代理費用・書類作成

費用の立替え)、国選弁護士等の選任手続き、犯罪被害者支援業務などを行っています。 

 

☆政府広報オンライン：内閣府政府広 

報室では、暮らしに役立つ情報を色々 

アップしています。右は、総務省消防 

庁の「救急車利用リーフレット」(高齢者 

版)です。「突然のこんな症状の時には 

すぐ１１９番！！」との見出しがあります 

が、要は、「迷ったらかかりつけ医に相 

談しましょう！」(最下段)となっています。 

やはり、かかりつけ医の先生を持ってい 

ることが重要なのです。併せて、「救急 

車が到着するまでに準備しておくもの」 

として、健康保険証、診察券、おくすり 

手帳(普段飲んでいる薬)、お金、靴な 

どが挙げられています。 

９月の「救急の日・救急医療週間」を 

前にして、改めて、適切な救急車の利 

用が望まれる所です。 

   一方、食中毒を防ぐ３つの原則(つけない、増やさない、やっつける)・６つのポイント(買い

物、家庭での保存、下準備、調理、食事、残った食品)が示されるなど、食中毒の注意喚起

もアップされています。食中毒は、飲食店などの外食で発生しているだけでなく、家庭でも発

生しています。厚生労働省の統計では、家庭での食中毒の発生件数は全体の１４．２％と

なっていますが、実際にはもっと多く発生していると推測されています。このコロナ禍、猛暑の

中、家庭での食中毒の危険は、更に増していると思われます。 

④ご案内 ～コロナ禍の中、色々なことが起こっています！！～ 

■大阪府「おおさか精神科救急ダイヤル」：０５７０－０１－５０００ 

(平日１７：００～翌９：００、土日祝・年末年始９：００～翌９：００) 

■厚生労働省「児童虐待通告ダイヤル」：情報提供の場合は、全国共通「１８９」(いちはやく)

で、固定・携帯電話ともに通話料無料。相談の場合は、０５７０－７８３－１８９ 

■法務省法テラス「サポートダイヤル」：新型コロナウイルスによる各種支援制度、法制度、相

談窓口の情報は、０５７０－０７－８３７４(平日９：００～２１：００、土曜９：００～１７：００、日

祝・年末年始除く) 。相談の場合は、法テラス大阪０５７０－０７－８３２９ 

■大阪府動物虐待「おおさかアニマルポリス」：担当者が犯罪と判断すれば大阪府警察本部

に連絡し、そうでなければ行政対応に。＃７１２２(悩んだら・わん・にゃん・にゃん) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8F%E5%90%88%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%89%B6%E5%8A%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA

